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第三者割当による自己株式の処分における処分株式数の確定に関するお知らせ 

 

平成 26 年 11 月 25 日開催の取締役会において、公募による自己株式の処分（一般募集）及び株式の売出し

（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による自己株式の処分に関し、

割当先であるＳＭＢＣ日興証券株式会社より処分予定株式数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

（１） 処 分 株 式 数  165,000株 

   （処分予定株式数 165,000株） 

（２） 払 込 金 額 の 総 額  326,073,000円 

   （１株につき 1,976.2円） 

（３） 申 込 期 日  平成 27年１月６日（火） 

（４） 払 込 期 日  平成 27年１月７日（水） 

 

【ご参考】 

１.  今回の第三者割当による自己株式の処分は、平成 26 年 11 月 25 日開催の取締役会において、公募によ

る自己株式の処分（一般募集）及び株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議

されたものであります。 

なお、当該第三者割当による自己株式の処分の内容等については、平成 26年 11月 25日付の「自己株式

の処分及び株式の売出し並びに自己株式の消却に関するお知らせ」、平成 26 年 11 月 28 日付の「（変更）

「自己株式の処分及び株式の売出し並びに自己株式の消却に関するお知らせ」の一部変更に関するお知ら

せ」及び平成 26 年 12 月３日付の「処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

２. 今回の自己株式の処分による自己株式数の推移 

現在の自己株式数 1,284,630株 （平成 26年 12月 30日現在） 

第三者割当による処分株式数 165,000株  

第三者割当後の自己株式数 1,119,630株  
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３. 今回の調達資金の使途 

今回の第三者割当による自己株式の処分の手取概算額 325,492,000 円については、第三者割当による自

己株式の処分と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額 2,165,922,000円と合わせ、手

取概算額合計 2,491,414,000 円について、2,491,414,000 円を平成 29 年３月までに当社栃木工場の生産設

備への設備投資額の一部に充当する予定であります。 

なお、上記手取金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。 

詳細につきましては、平成 26 年 11 月 25 日に公表いたしました「自己株式の処分及び株式の売出し並び

に自己株式の消却に関するお知らせ」及び平成 26 年 11 月 28 日に公表いたしました「（変更）「自己株式の

処分及び株式の売出し並びに自己株式の消却に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ」をご参照く

ださい。 

 

以 上 

 

 


